
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

事業種類 補助対象者 補助対象事業 補助対象経費 補助限度額等 

①一般研究 

開発事業 

市内中小企業者、中

小企業等事業協同組

合等 

企画・設計から試作
開発までの事業 

研修・技術指導費 

設備費 

原材料費 

外注加工費 

人件費 など 

２００万円 

（補助率１／２） 
（注１）農商工連携また
は大学等研究協力機
関との連携による事
業は、補助率 2/3 

②特定研究 

開発事業 

（注２）  

市内中小企業者を主

とする任意のグルー

プの方、中小企業等

事業協同組合等 

調査、企画・設計から
試作開発、販売プロ
モーションまでの事
業 

調査費 

研修・技術指導費 

設備費、原材料費 

外注加工費 

人件費 

販売プロモーション

にかかる経費 など 

３００万円 

（補助率２／３） 

③新市場開 

拓・商品 

化事業 

（注３） 

市内中小企業者、中

小企業等事業協同組

合等 

開発した製品・技術
の市場開拓又は商品
化するための事業 

研修・技術指導費 

印刷製本費 

委託費 

マーケティング 

活動費 など 

１００万円 

（補助率２／３） 

 

（注１）「農商工連携」の要件 

(1)中小企業者と農林漁業者が有機的に連携すること。 

(2)それぞれの経営資源を有効に活用したものであること。 

(3)新商品又は新役務の開発、生産・提供、需要の開拓を行うものであること。 

(4)中小企業者の経営の向上及び農林漁業者の経営の改善が図られること。 

（注２）特定研究開発事業の要件 

(1)上越ものづくり振興センター運営協議会の部会で承認を受けること。 

   (2)複数の企業の連携による研究開発であること。 

   (3)地域への波及効果が高いと認められるもの。 

（注３）新市場開拓・商品化事業 

①・②の事業や、国、県その他の団体が行う支援事業により研究開発した製品又は技術の市場開拓または 

商品化のために行う事業 

 

（裏面に続きます）  

 

令和６年度 

上越市新産業創造支援事業補助金 
 
地域産業の技術の高度化及び新たな事業分野への進出等を推進するため、市内中小企業者等の皆さんが行う 

新技術・新製品の研究開発事業等に要する費用の一部を補助します。 

令和６年４月１日（月）から５月３１日（金）まで 

 

市税に滞納がなく、新技術や新製品の研究開発・市場開拓及び商品化を行う、市内に事業所を有してい

る中小企業者等 

○ 募集期間 

○ 補助対象者 

○ 補助対象事業等 



   

 
 
 

 

  ※スケジュールは、応募状況等により変更する場合があります。 

 

 

   

                                

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

◇◆提出先・問合せ先◆◇ 
 

上越市産業部産業政策課 上越ものづくり振興センター 
〒943-0821 上越市土橋 2554 番地 上越市市民プラザ 2 階 

ＴＥＬ ０２５－５２２－２６６６ ＦＡＸ ０２５－５２２－２６７８ 

E-mail monodukuri@city.joetsu.lg.jp 

 

7 月下旬(予定) 

4.1～5.31 

7 月上旬(予定) 

12 月 

6 月中旬(予定) 

3.7 まで 

申請書受付後、随時事業計画につ

いてヒアリングを実施します。 

審査会では、事業計画についてプ

レゼンテーションを行っていた

だきます。 

11 月末までの進捗状況につい

て現地ヒアリングを実施します。 

事業計画に変更が生じた場合は、

変更承認申請を忘れずに行って

ください。 

請求書の受領後、1 か月以内に指

定口座に振込みます。 

申請 

１次審査（ヒアリング） 

本審査（審査会） 

交付決定 

進捗状況ヒアリング 

実績報告 

交付確定 

補助金交付請求書の提出 

補助金の交付 

成果発表会 10 月頃 

本事業で研究・開発した製品、技術の市場化、事業化を推進するため、「メイド・イン上越推 

進事業」により販路開拓（見本市への出展）を支援します。 

申請に必要な書類の様式等は、市ホームページからダウンロードできます。 

○ 申請から補助金交付までの流れ（スケジュール） 

○ 申請様式等 


